
■料金表（東美濃ふれあいセンター　歌舞伎ホール他）

午前 午後 夜間 全日 延長/時間 冷暖房/時間

平日 8,800円 14,300円 17,600円 38,660円 4,070円 9,460円

土日・休日 12,100円 22,000円 27,500円 58,520円 6,160円 9,460円

2,860円 3,630円 4,290円 10,240円 1,070円 440円

550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

550円 660円 880円 1,980円 200円 220円

770円 880円 1,210円 2,710円 280円 220円

1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

990円 1,100円 1,430円 3,340円 350円 220円

1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

880円 990円 1,320円 3,030円 310円 220円

1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

1,100円 1,320円 1,760円 3,970円 410円 220円

備考

（1）入場料等の最高額が1,000円以下・・・・・・・・・・・・・・施設使用料の 1割に相当する額

（2）入場料等の最高額が1,000円を超え2,000円まで・・・施設使用料の 3割に相当する額

（3）入場料等の最高額が2,000円を超え3,000円まで・・・施設使用料の 5割に相当する額

（4）入場料等の最高額が3,000円を超え5,000円まで・・・施設使用料の10割に相当する額

（5）入場料等の最高額が5,000円を超え6,000円まで・・・施設使用料の15割に相当する額

（6）入場料等の最高額が6,000円を超えるとき・・・・・・・・施設使用料の20割に相当する額

・前各項においてに10円未満の端数があるときは、各項毎に端数金額を切り捨てます。

・使用時間には、練習、準備、原状回復その他の使用に必要な一切の時間を含むものとします。

・使用者が多目的アリ－ナを練習、準備等に使用する場合の施設使用料は、施設使用料の100分の30に相当する額とします。

・本市の住民又は団体以外の者が使用する場合には、施設使用料の3割に相当する額を施設使用料に加算します。

・本市の住民又は団体が冷暖房を使用する場合の冷暖房料金は、この表に定める冷暖房料金の100分の60に相当する額とします。

・延長時間は、教育委員会が特別な理由があると認める場合を除き、1時間以内とし、延長時間を算定する場合に、1時間未満の端数

があるときは、これを1時間に切り上げるものとします。

・この表において平日は、土曜日、日曜日及び休日以外の日、休日は、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）

第三条に規定する休日です。

・多目的アリーナ以外の施設を主として使用する場合において、入場料又はこれに類するもの（以下「入場料等」という。）を徴収

する場合は、使用の許可を受けた施設の使用料（延長時間に係る使用料、冷暖房料金及び附属設備の使用料を除く。以下「施設使用

料」という。）に次の額を加算します。

・入場料等を徴収しない場合において、歌舞伎ホールを主として使用するとき、会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待す

るものその他これらに準ずるものは入場料等を徴収したものとみなし、施設使用料の1割に相当する額を施設使用料に加算します。

・営利を目的として設置した団体等が歌舞伎ホール又はアリーナ以外の施設を使用する場合は、施設使用料の20割に相当する額を施

設使用料に加算します。

・多目的アリ－ナの床面積の2分の1以下、3分の2以下又は3分の1以下を専用使用する場合の施設使用料は、施設使用料のそれぞれ2

分の1、3分の2又は3分の1に相当する額とし、延長時間に架かる使用料についても同様とする。

・使用者が歌舞伎ホ－ルをリハ－サルに使用する場合の施設使用料は、施設使用料の100分の40に相当する額とし、準備等に使用す

る場合の施設使用料は、施設使用料の100分の30に相当する額とします。
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